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日本における線量登録の経験

～中央登録センターの立場から～

財団法人 放射線影響協会

久芳 道義

２０１１年１月２５日
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１．原子力委員会に「原子力事業従業員災害補償専門部会」を設置（昭和３７年）

「原子力事業従業員の原子力災害補償に必要な措置について」

（報告書・昭和４０年）

２．科学技術庁原子力局に「個人被ばく線量登録調査検討会」を設置（昭和４４年）

「個人被ばく線量等の登録管理について」 （報告書・昭和４８年）

３．原子力委員会の「原子力事業従業員災害補償専門部会報告」

（報告書・昭和５０年）

４．科学技術庁に「原子力事業従業員被ばく線量登録管理制度検討会」を設置（昭和５１年）

「被ばく線量登録管理制度のシステム構成及び運用について」

（最終報告書・昭和５２年）

５．(財)放射線影響協会に「放射線従事者中央登録センター」設置（昭和５２年）

被ばく線量登録管理制度実施に至までの経緯
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個人被ばく線量等の登録管理について

（Ａ） 「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」

（Ｂ） 「核原料物質、核燃料物質および原子炉の規制に関する法律」

（Ｃ） 「医療法」

（Ｄ） 「薬事法」

（Ｅ） 「電離放射線障害防止法規則」

（Ｆ） 「人事院規則（１０－５）」

（Ｇ） 「放射性物質車両運搬規則」

【管理の対象者】

下記の法規に定める放射線業務従事者、管理区域随時立ち入り者



4

原子力事業所を対象とした登録制度が
実現した背景

• 国の主導的な取組み

• 費用の一部国庫補助

• 原子力事業においては、管理が比較的統一的に行われていた。

① 放射線業務従事者に指定する対象者の範囲

② 線量評価の信頼性（線量計の校正、測定、評価）

③ 記録・保管

④ 国への報告

・ 原子力に対する社会の厳しい目。
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【被ばく線量登録管理制度参加事業者の構成】

① 原子力事業者 １７事業者

② 元請メーカー ５事業者

③ 手帳発効機関 上記を含む７１法人（１６９手帳発効事業所数）

原子炉等規制法関係制度参加事業者

独立行政法人

原燃サイクル

電力会社

燃料加工業者等

１

１

１０

５
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個人被ばく線量等の登録管理について

１．事業主の過重な負担を軽くし、また労働者の健康管理を図る。

２．(1) 放射線作業従事者について

Ａ 個人および集団に関する被ばく線量管理に役立てる。

Ｂ 健康管理に役立てる。

Ｃ 被ばく線量および健康管理記録の散逸防止に役立てる。

(2) 国民遺伝有意線量の推定に役立てる。（医療等による被ばくは別途検討）

(3) 放射線作業従事者等の許容線量の検討に役立てる。

(4) 被ばく線量と個人あるいは集団的影響の研究に役立てる。

【目的】
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中央登録制度の目的と機能

疫学研究への活用・放射線影響研究

線量統計の作成・公表・個人に着目した被ばく実態の把握

（許容線量の検討）

開示請求・本人が自らの記録を知ることができる。

（労災申請等）

線量の一元的登録（年線量、移動の都度）

従事状況の登録（登録、解除）

・適確な被ばく管理（限度管理、記録管理）

・正確な前歴線量把握

機 能目 的

手帳制度（ID確認、前歴線量(即時)の確認、

制度外線量の把握、健康診断、事業主(雇用
主)による従事者指定、放射線防護教育歴）

・登録制度の確実な運営のための補完的役割
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原子力事業者

事業者(雇用主) 手帳発効機関

中央登録センター

・ 指定登録
・ 指定解除登録
・ 定期線量登録
・ 記録引渡し
・ 経歴照会

・ 手帳発行申請
・ 従事者申請

・ 事前登録
・ 経歴照会
・ 手帳発行

・ 中央登録番号の付与
・ 登録情報の管理
・ 引渡し記録のマイクロフィルム化

と保存
・ 経歴照会の回答
・ 統計類の作成

指導・助言作業者

郵送

電話回線

電話回線

被ばく線量登録管理制度及び放射線管理手帳制度の
情報･記録の流れ
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個人に着目した線量統計

・放射線業務従事者の年間関係事業所数及び線量
・放射線業務従事者の５年間の関係事業所数及び線量

（途中の年度においては経過線量の統計）

①放射線業務従事者の男女別線量

②放射線業務従事者の年齢別線量

③放射線業務従事者の年齢別従事者数及び年度推移

④放射線業務従事者の線量別従事者数の年度推移

さらに、年間線量については詳細な統計
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放射線管理記録等の引渡し機関（法令・告示）

「核物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」関係

３規則（文科省）

９規則（経産省）

「鉱山保安法」関係

施行規則（経産省）

「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」 関係

施行規則（文科省）

「労働安全衛生法」関係

電離放射線障害防止規則（厚労省）

上記計１５規則において、引渡しまでの間の記録保管の義務付け

告示において、引渡し機関（放射線影響協会）の指定
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引渡すことが出来る時

・ その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合 → 電離則はなし

・ その記録を保持している期間が５年を経過した場合 → 全規則

・ 事業もしくは事業所の廃止 → 全規則

記録の保管期間

・ 原子炉等規制法（経産省関係） （事業者廃止措置まで、引渡し機関規定なし）

・ 原子炉等規制法（文科省関係） （事業者廃止措置まで、引渡し機関９５歳まで）

・ 鉱山保安法関係 （規定なし）

・ 障防法関係 （事業者規定なし、引渡し機関９５歳まで）

・ 労安法関係 （事業者３０年間、引渡し機関規定なし）
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課 題

研究用原子炉施設等の制度への参加

制度外線量

法的な位置づけ

本来「登録機関は法制上の機関とし、法的裏付けのあるもの
とする」べきである。

国際化への対応（公的な機関による前歴線量等の証明）

～現在の中央登録制度の限界と今後の課題～


